
雇
用
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
概
要

厚
生
労
働
省
ト
ピ
ッ
ク
ス
②�

（
厚
生
労
働
省
職
業
安
定
局
）
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に
、
現
行
の
給
付
（
早
期
再
就
職
し
た

場
合
に
、
基
本
手
当
の
支
給
残
日
数
の

50
％
〜
60
％
相
当
額
を
一
時
金
と
し
て

支
給
）
に
加
え
て
、
低
下
し
た
賃
金
の

６
カ
月
分
＊
を
一
時
金
と
し
て
追
加
的

に
給
付
す
る
。（
基
本
手
当
の
支
給
残

日
数
の
40
％
を
上
限
）

⑵　

平
成
25
年
度
末
ま
で
の
暫
定
措
置
の

延
長　
　
　
　
　
　
【
3
年
間
の
延
長
】

ア　

解
雇
、
雇
止
め
な
ど
に
よ
る
離
職

者
の
所
定
給
付
日
数
を
60
日
間
延
長

す
る
個
別
延
長
給
付
に
つ
い
て
、
要

件
厳
格
化
＊
の
上
で
延
長
す
る
。

イ　

雇
止
め
な
ど
の
離
職
者
（
特
定
理

由
離
職
者
）
に
つ
い
て
、
解
雇
な
ど

に
よ
る
離
職
者
と
同
じ
給
付
日
数
の

基
本
手
当
を
支
給
す
る
暫
定
措
置
を

延
長
す
る
。

（
注
）	

＊
に
つ
い
て
は
、
省
令
事
項
。

◇
１
及
び
３
⑴
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て

は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

参
照
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/stf/

seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/koyou/koyouhoken/index.
htm
l

	

・
資
格
取
得
等
の
上
で
就
職
に
結
び
つ

い
た
場
合
に
は
、
受
講
費
用
の
2
割
＊

を
追
加
的
に
給
付
す
る

※
1
年
間
の
給
付
額
は
48
万
円
＊
を
上

限
と
す
る

　
（
給
付
期
間
は
原
則
2
年
。
資
格
に

つ
な
が
る
場
合
等
は
最
大
3
年
）

〈
対
象
者
〉
２
年
以
上
＊
の
被
保
険
者

期
間
を
有
す
る
者
（
2
回
目
以
降
に

受
け
る
場
合
は
10
年
以
上
＊
の
被
保

険
者
期
間
が
必
要
）

⑵　

教
育
訓
練
支
援
給
付
金
を
創
設
し
、

45
歳
未
満
の
離
職
者
が
上
記
の
教
育
訓

練
を
受
講
す
る
場
合
、
訓
練
期
間
中
は

離
職
前
の
賃
金
に
基
づ
い
て
算
出
し
た

額
（
基
本
手
当
の
半
額
）
を
給
付
す
る
。

（
平
成
30
年
度
ま
で
の
暫
定
措
置
）

３　

そ
の
他

⑴　

就
業
促
進
手
当
（
再
就
職
手
当
）
の

拡
充
（
就
業
促
進
定
着
手
当
）

　
【
平
成
26
年
4
月
1
日
施
行
】

　

早
期
再
就
職
し
た
雇
用
保
険
受
給
者

が
、
離
職
前
の
賃
金
と
比
べ
て
再
就
職

後
の
賃
金
が
低
下
し
た
場
合
に
は
、
６

カ
月
間
職
場
に
定
着
す
る
こ
と
を
条
件

　

現
下
の
雇
用
情
勢
を
踏
ま
え
、
雇
用
保

険
制
度
に
お
い
て
、
基
本
手
当
、
就
業
促

進
手
当
、
教
育
訓
練
給
付
及
び
育
児
休
業

給
付
金
の
給
付
の
拡
充
並
び
に
暫
定
措
置

の
新
設
及
び
延
長
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

１　

育
児
休
業
給
付
の
充
実	

【
平
成
26
年
4
月
1
日
施
行
】

　

育
児
休
業
給
付
（
休
業
開
始
前
賃
金
の

50
％
を
支
給
）
に
つ
い
て
、
1
歳
未
満
の

子
を
養
育
す
る
た
め
に
育
児
休
業
を
取
得

す
る
場
合
、
休
業
開
始
後
6
カ
月
に
つ
い

て
、
休
業
開
始
前
の
賃
金
に
対
す
る
給
付

割
合
を
67
％
に
引
き
上
げ
る
。

	

２　

教
育
訓
練
給
付
金
の
拡
充
及
び

　
　

教
育
訓
練
支
援
給
付
金
の
創
設

【
平
成
26
年
10
月
1
日
施
行
】

⑴　

教
育
訓
練
給
付
（
受
講
費
用
の
2
割

を
支
給
、
給
付
上
限
10
万
円
）
を
拡
充

し
、
中
長
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
支

援
す
る
た
め
、
専
門
的
・
実
践
的
な
教

育
訓
練
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定

す
る
講
座
を
受
け
る
場
合
に
、

	

・
給
付
を
受
講
費
用
の
4
割
＊
に
引
き

上
げ

　

雇
用
保
険
の
育
児
休
業
給
付
の
充
実
や
教
育
訓
練
給
付
の
拡
充
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ「
雇

用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
に
つ
い
て
は
、
本
年
１
月
31
日
に
国
会
に
提

出
さ
れ
、
衆
議
院
、
参
議
院
で
の
審
議
を
経
て
、
３
月
28
日
に
成
立
し
、
同
月
31
日
に
公

布
さ
れ
ま
し
た
。


